
 

海外贈収賄規制の概要とグローバルコンプライアンス態勢の構築 

PwC 弁護士法人 弁護士 日比 慎 氏 

■申込・参加要領  ： 当会ホームページからお申込みください。ＦＡＸ、または下記担当者宛 E-mail からもお申込み頂けます。 
後日（開催日１週間～１０日前までに）受講票・請求書をお送り致します。 

※よくあるご質問（ＦＡＱ）は当会 HP にてご確認いただけます。（[TOP]→[公開セミナー]→[よくあるご質問]） 
※お申し込み後のキャンセルはお受け致しかねますので、ご都合が悪くなった場合、代理出席をお願いします。 

■お申込・お問合わせ先： 企業研究会 公開セミナー事業グループ 担当／民秋・川守田 E-mail:tamiaki@bri.or.jp 
 TEL：03-5215-3514 FAX：03-5215-0951  〒102‐0083 東京都千代田区麹町 5-7-2 麹町 M-SQUARE 2Ｆ 

 

弁護士。国内外の金融取引その他の取引案件への法的助言のほか、インサイダー取引規制を含む証券規

制、贈収賄規制、データ保護規制、サプライチェーンに関する規制、海外反社規制などをはじめとする

グローバルコンプライアンス態勢の構築支援、危機管理対応などを担当。 
 

２０１８年７月２日（月）１４：００～１７：００ 

企業研究会セミナールーム（東京：麹町） 

法務部門、監査部門、総務部門、海外事業部門、経理部門など関連部門のご担当者 

ご参加頂きたい方 
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税込・資料代含 
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181574-0303（※）   海外贈収賄規制の概要とグローバルコンプライアンス態勢の構築 

１．  贈収賄規制の国際的な動向 
（１）贈収賄事件摘発の国際的な活発化 
（２）個人責任の重視～役職員個人への刑事罰も 
 
２．  各国贈収賄規制の概要～代表的な事案を踏まえて 
（１）日本：不正競争防止法による外国公務員贈収賄規制の概要 
（２）米国：FCPA の概要 
（３）英国：Bribery Act の概要 
（４）諸外国：東南アジア、中国、ブラジル等の贈収賄規制 
 
３．  グローバルコンプライアンス態勢の構築 
（１）なぜコンプライアンス態勢が重要なのか 
（２）どのようにコンプライアンス態勢を構築するのか 
（３）外国公務員贈賄防止指針・海外贈賄防止ガイダンス等の活用法 
（４）有事の対応 

        ※講師とご同業の方のお申し込みはお断りする場合がございます。 

※最少催行人数に満たない場合、開催中止となる場合がございます。 

  

【講師より】 

近年、国内外を問わず贈収賄規制の執行が活発化している。日本でも不正競争防止法による外国公

務員贈収賄規制の執行態勢が強化されているが、東南アジア、中国、ブラジル等の各国においても執

行が強化されている。さらに、この数年間摘発件数が比較的落ち着いていた米国 FCPA の執行が再び

活発化している点も見過ごせない。米国 FCPA、英国贈収賄法(Bribery Act)などの域外適用を受けれ

ば、日本企業も巨額の制裁金を負担するリスクにさらされるのみならず、経営陣をはじめとした役職員

の個人責任も外国当局から直接的に追及されかねない。このような贈収賄規制に対しては、日頃から

コンプライアンス態勢を構築していくことが最も重要な対応策となる。 

本セミナーでは、贈収賄規制の国際的な動向、日本及び英米等の規制の事案を踏まえた解説を行う

とともに、日本企業がどのようなコンプライアンス態勢を構築していくべきか、経産省指針、日弁連ガイ

ダンスのほか、英国司法省ガイダンス等も踏まえて解説する。 

 

開催にあたって 

プログラム 


